
１ 利用方法

（１）本マップは山梨県内で発生した人身事故の状況を記載しています。

（２）各マップ内の事故状況は事故内容等で区分して表示され、表示・非表示を切り替えることが

出来ます。

マップ①『交通事故発生状況(国中)』では、項目が

「死亡事故(車両相互)」「死亡事故(車両単独)」「死亡事故(人対車両)」

「重傷事故(車両相互)」「重傷事故(車両単独)」「重傷事故(人対車両)」

「軽傷事故(車両相互)」「軽傷事故(車両単独)」「軽傷事故(人対車両)」

の９個に区分され、マップ内の市町村等の区分けは

甲府市、甲州市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、中央市

市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、高速隊

の１６区です。

マップ②『交通事故発生状況(郡内)』では、項目が

「死亡事故(車両相互)」「死亡事故(車両単独)」「死亡事故(人対車両)」

「重傷事故(車両相互)」「重傷事故(車両単独)」「重傷事故(人対車両)」

「軽傷事故(車両相互)」「軽傷事故(車両単独)」「軽傷事故(人対車両)」

の９つに区分され、マップ内の市町村等の区分けは

富士吉田市、甲州市、都留市、山梨市、大月市、笛吹市、上野原市

道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

高速隊

の１６区です。

なお、マップ①とマップ②には、甲州市、山梨市、笛吹市、高速隊が重複して表示されています。

マップ③『各種状態別発生状況』では、項目が

「子供事故（国中）」「子供事故（郡内）」「自転車事故（国中）」「自転車事故（郡内）」

「二輪車事故（国中）」「二輪車事故（郡内）」「歩行者事故（国中）」「歩行者事故（郡

内）」「飲酒運転事故（国中）」「飲酒運転事故（郡内）」

の１０個に区分されています。

マップ④『各種状態別発生状況（高齢者）』では、項目が

「運転者事故（国中）」「運転者事故（郡内）」「歩行者事故（国中）」「歩行者事故（郡

内）」

の４個に区分されています。

マップ③とマップ④での、マップ内の市町村の区分けは

『国中地方』

甲府市、甲州市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、中央市

市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、高速隊

の１６区です。

『郡内地方』

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市

道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

高速隊

の１３区です。

なお、高速隊は重複して表示されます。



（３）地図上のアイコンをクリックすると交通事故の概要が表示されます。

「車両相互」 両当事者が車両等である場合の事故。

「車両単独」 一方の当事者が「駐車車両」、「物件」、「相手なし」である場合の事故。

「人対車両」 一方の当事者が歩行者である場合の事故。

（４）各自治体等は、色にて区別されています。

１ 用語の定義

（１）事故内容

「死亡」 交通事故によって、当事者が発生から２４時間以内に亡くなった場合

「重傷」 交通事故によって、当事者が負傷し、１箇月（３０日）以上の治療を要す

る場合。

「軽傷」 交通事故によって、当事者が負傷し、１箇月（３０日）未満の治療を要す

る場合。

なお、同じ事故で複数の死傷者があった場合は、人身の損傷程度が重い事故内容とする。

（２）昼夜別

・昼明 日の出から日の出後１時間までをいう。

・昼 日の出後１時間から日没１時間前までをいう。

・昼暮 日没１時間前から日没までをいう。

・夜暮 日没から日没後１時間までをいう。

・夜 日没後１時間から日の出１時間前までをいう。

・夜明 日の出１時間前から日の出までをいう。

（３）各種状態別の種類

「子供事故」 中学生以下の者が関係する事故。

「自転車事故」 自転車が関係する事故。

「二輪車事故」 二輪車が関係する事故。

「歩行者事故」 歩行者が関係する事故。

「飲酒運転事故」 飲酒運転の当事者が関係する事故

「高齢者（運転手）事故」高齢運転手が関係する事故。

「高齢者（歩行者）事故」高齢歩行者が関係する事故

※高齢運転手と高齢歩行者の事故は「高齢者（歩行者）事故」として計上とする。
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